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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】プローブが患者に装着されていない状態で測定
が実施されることを防止または抑制できるセンサユニッ
トおよび当該センサユニットを有する医療用測定システ
ムを提供する。
【解決手段】センサユニット４０は、検出ユニット１０
およびカフユニット２０を有し、医療用測定装置に接続
される。検出ユニットは、検出部１１１と第１接続部１
２とを有する。検出部は、患者の生体信号を検出する。
第１接続部１２は、検出部と医療用測定装置とを接続す
る。また、カフユニットは、カフ２１と、第２接続部２
２，２３とを有する。カフは、患者に装着される。第２
接続部は、カフと医療用測定装置とを中空管を介して接
続する。検出ユニットまたはカフユニットは、記憶部１
１２を有する。記憶部は、患者を識別するための識別情
報を記憶する。検出ユニットとカフユニットは、互いに
固定されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療用測定装置に接続されるセンサユニットであって、
　患者の生体信号を検出する検出部と、当該検出部と前記医療用測定装置とを接続する第
１接続部と、を有する検出ユニットと、
　前記患者に装着されるカフと、当該カフと前記医療用測定装置とを中空管を介して接続
する第２接続部と、を有するカフユニットと、を有し、
　前記検出ユニットまたは前記カフユニットは、前記患者を識別するための識別情報を記
憶する記憶部を有し、
　前記検出ユニットと前記カフユニットは、互いに固定されている、センサユニット。
【請求項２】
　前記識別情報は、暗号化されて前記記憶部に書き込まれる、請求項１に記載のセンサユ
ニット。
【請求項３】
　前記識別情報は、暗号キーを含む、請求項１または２に記載のセンサユニット。
【請求項４】
　前記カフユニットと前記検出ユニットとは、不可分に形成されている、請求項１～３の
いずれか１項に記載のセンサユニット。
【請求項５】
　前記患者の体格に応じて各々選択された前記カフユニットおよび前記検出ユニットが一
体化されて形成されている、請求項４に記載のセンサユニット。
【請求項６】
　前記検出部は、
　ＳｐＯ２プローブ、光電脈波計用のプローブおよび心電図用の電極からなる群から選択
される、請求項１～５のいずれか１項に記載のセンサユニット。
【請求項７】
　前記記憶部は、さらに、
　前記患者の血圧データおよび生体情報を保存する、請求項１～６のいずれか１項に記載
のセンサユニット。
【請求項８】
　前記記憶部の前記識別情報は、更新が禁止されている、請求項１～７のいずれか１項に
記載のセンサユニット。
【請求項９】
　医療用測定装置と当該医療用測定装置に接続されるセンサユニットとを有する医療用測
定システムであって、
　前記センサユニットは、
　患者の生体信号を検出する検出部と、当該検出部と前記医療用測定装置とを接続する第
１接続部と、を有する検出ユニットと、
　前記患者に装着されるカフと、当該カフと前記医療用測定装置とを中空管を介して接続
する第２接続部とを有するカフユニットと、を有し、
　前記検出ユニットまたは前記カフユニットは、前記患者を識別するための識別情報を記
憶する記憶部を有し、
　前記検出ユニットと前記カフユニットは、互いに固定されており、
　前記医療用測定装置は、
　前記カフユニットから伝達された振動に基づいて前記患者の血圧を測定する血圧測定部
と、
　前記検出部により検出された前記生体信号に基づいて前記患者の生体情報を取得する生
体情報取得部と、
　前記患者の識別情報、血圧データおよび生体情報を含む送信データを送信する送信部と
、
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　を有する、医療用測定システム。
【請求項１０】
　前記記憶部は、さらに、
　前記患者の血圧データおよび生体情報を保存する、請求項９に記載の医療用測定システ
ム。
【請求項１１】
　前記送信部は、
　前記血圧測定部による血圧測定が終了した後、前記送信データを送信する、請求項９ま
たは１０に記載の医療用測定システム。
【請求項１２】
　前記血圧測定部は、
　前記検出部により検出された前記患者の前記生体信号の状態が安定している場合に、前
記患者の血圧測定を許可する、請求項９～１１のいずれか１項に記載の医療用測定システ
ム。
【請求項１３】
　前記医療用測定装置は、前記記憶部の前記識別情報の更新を禁止する、請求項９～１２
のいずれか１項に記載の医療用測定システム。
【請求項１４】
　医療用測定装置と当該医療用測定装置に接続されるセンサユニットとを有する医療用測
定システムであって、
　前記センサユニットは、
　患者の生体信号を検出する検出部と、当該検出部と前記医療用測定装置とを接続する第
１接続部と、を有する検出ユニットと、
　前記患者に装着されるカフと、当該カフと前記医療用測定装置とを中空管を介して接続
する第２接続部とを有するカフユニットと、を有し、
　前記医療用測定装置は、
　前記カフユニットから伝達された振動に基づいて前記患者の血圧を測定する血圧測定部
と、
　前記検出部により検出された前記生体信号に基づいて前記患者の生体情報を取得する生
体情報取得部と、を有し、
　前記血圧測定部は、
　前記検出部により検出された前記患者の前記生体信号の状態が安定している場合に、前
記患者の血圧測定を許可する、医療用測定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センサユニットおよび医療用測定システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者の負担を軽減するため、患者の生体情報を非侵襲的に取得する医療用測定システム
の開発が進められている。たとえば、下記特許文献１には、オシロメトリック法を使用し
て、中心静脈圧（ＣＶＰ）を非侵襲的に測定する静脈圧測定装置が開示されている。特許
文献１の装置では、医師などの医療従事者により患者の上腕に装着されたカフと、指に装
着されたプローブとを使用して、心臓に対して近位における脈波と遠位における脈波とを
同時に測定し、それらの相関に基づいて中心静脈圧を算出する。
【０００３】
　一方で、近年、医療用測定システムの小型化、高機能化に伴い、患者が自宅など病院外
の場所において医療用測定システムを使用して、自身の生体情報を取得する機会も増加し
ている。患者が自宅などにおいて医療用測定システムを使用する場合、病院における場合
とは異なり、患者自身がカフやプローブを装着し、医療用測定システムを操作する必要が
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ある。たとえば、上記静脈圧測定装置の場合、患者自身がカフおよびプローブをそれぞれ
上腕および指に装着してから測定を開始することが求められる。
【０００４】
　しかしながら、病院外の場所において患者が医療用測定システムを使用する場合は、医
療従事者の目が届きにくく、患者がプローブを装着することを忘れてしまい、プローブが
装着されない状態で血圧が測定される可能性がある。プローブが装着されない状態で血圧
が測定されると、患者の血圧が正しく測定されないという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５６９４０３２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述した問題を解決するためになされたものである。したがって、本発明の
目的は、プローブが患者に装着されていない状態で測定が実施されることを防止または抑
制できるセンサユニットおよび当該センサユニットを有する医療用測定システムを提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の上記目的は、下記によって達成される。
【０００８】
　センサユニットは、カフユニットと、検出ユニットとを有し、医療用測定装置に接続さ
れる。検出ユニットは、検出部と第１接続部とを有する。前記検出部は、患者の生体信号
を検出する。前記第１接続部は、前記検出部と前記医療用測定装置とを接続する。また、
前記カフユニットは、カフと第２接続部とを有する。前記カフは、患者に装着される。前
記第２接続部は、前記カフと前記医療用測定装置とを中空管を介して接続する。前記検出
ユニットまたはカフユニットは、記憶部を有する。前記記憶部は、患者を識別するための
識別情報を記憶する。前記検出ユニットと前記カフユニットは、互いに固定されている。
【０００９】
　また、医療用測定システムは、医療用測定装置と当該医療用測定装置に接続されるセン
サユニットとを有する。前記センサユニットは、検出ユニットとカフユニットとを有する
。前記検出ユニットは、検出部と第１接続部とを有する。前記検出部は、患者の生体信号
を検出する。前記第１接続部は、前記検出部と前記医療用測定装置とを接続する。また、
前記カフユニットは、カフと第２接続部とを有する。前記カフは、患者に装着される。前
記第２接続部は、前記カフと前記医療用測定装置とを中空管を介して接続する。前記検出
ユニットまたはカフユニットは、記憶部を有する。前記記憶部は、患者を識別するための
識別情報を記憶する。前記検出ユニットと前記カフユニットは、互いに固定されている。
前記医療用測定装置は、血圧測定部と生体情報取得部と送信部とを有する。前記血圧測定
部は、前記カフユニットから伝達された振動に基づいて前記患者の血圧を測定する。前記
生体情報取得部は、前記検出部により検出された前記生体信号に基づいて前記患者の生体
情報を取得する。前記送信部は、前記患者の識別情報、血圧データおよび生体情報を含む
送信データを送信する。
【００１０】
　また、医療用測定システムは、医療用測定装置と当該医療用測定装置に接続されるセン
サユニットとを有する。前記センサユニットは、検出ユニットとカフユニットとを有する
。前記検出ユニットは、検出部と第１接続部とを有する。前記検出部は、患者の生体信号
を検出する。前記第１接続部は、前記検出部と前記医療用測定装置とを接続する。前記カ
フユニットは、カフと第２接続部とを有する。前記カフは、前記患者に装着される。前記
第２接続部は、前記カフと前記医療用測定装置とを中空管を介して接続する。前記医療用
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測定装置は、血圧測定部と生体情報取得部とを有する。前記血圧測定部は、前記カフユニ
ットから伝達された振動に基づいて前記患者の血圧を測定する。前記生体情報取得部は、
前記検出部により検出された前記生体信号に基づいて前記患者の生体情報を取得する。前
記血圧測定部は、前記検出部により検出された前記患者の生体信号の状態が安定している
場合に、前記患者の血圧測定を許可する。
【発明の効果】
【００１１】
　プローブを有する検出ユニットとカフを有するカフユニットとが互いに固定されている
か、あるいは、プローブによって検出された患者の生体信号の状態が安定している場合に
、血圧測定部は患者の血圧の測定を許可する。したがって、プローブが患者に装着されて
いない状態で血圧測定が実施されることを防止または抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施形態に係る医療用測定システムの概略構成を示すブロック図。
【図２】図１に示す測定装置の構成を例示する概略ブロック図。
【図３Ａ】図１に示す第１チューブの構造を例示するための模式図。
【図３Ｂ】図１に示す第１チューブの構造を例示するための模式図。
【図４】図１のＡの破線部分を拡大した断面図。
【図５】第１の実施形態の医療用測定システムを使用した血圧測定の実施例を説明するた
めのフローチャート。
【図６】図１に示すカフおよびプローブの選択およびセンサユニットの構成について説明
するための模式図。
【図７】プローブへの患者識別情報の書き込みについて説明するための概念図。
【図８】医療従事者への血圧データの提供について説明するための概念図。
【図９】第２の実施形態に係る医療用測定システムの概略構成を示すブロック図。
【図１０】第２の実施形態における医療用測定システムによる血圧測定の処理手順を例示
するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付した図面を参照して本発明のセンサユニットおよび医療用測定システムの実
施形態を説明する。なお、図中、同一の部材には同一の符号を用いた。また、図面の寸法
比率は、説明の都合上誇張されており、実際の比率とは異なる場合がある。
【００１４】
　（第１の実施形態）
　＜医療用測定システム１＞
　図１は第１の実施形態に係る医療用測定システムの概略構成を示すブロック図であり、
図２は図１に示す測定装置の構成を例示する概略ブロック図である。図１に示すように、
医療用測定システム１は、検出ユニット１０、カフユニット２０および測定装置（医療用
測定装置）３０を有する。検出ユニット１０およびカフユニット２０を合せることにより
、センサユニット４０が構成される。
【００１５】
　検出ユニット１０は、プローブ１１および信号ケーブル１２を有する。プローブ１１は
、検出部１１１および記憶部１１２を有する。
【００１６】
　検出部１１１は、患者の生体信号としての脈波を検出する。プローブ１１は、例えば動
脈血酸素飽和度を測定するためのＳｐＯ２プローブであり、たとえば患者の手の指に取り
付けられ、血液の光の吸収に関する脈動成分から末梢脈波（以下、「第１脈波」と称する
）を取得する。
【００１７】
　また、記憶部１１２は、患者識別情報を記憶する。患者識別情報は、患者を識別するた



(6) JP 2018-38684 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

めの情報、たとえば患者の名前、生年月日、病院に登録されている患者のカルテ番号など
を含む。測定装置３０は、患者識別情報の更新を禁止し、記憶部１１２に患者識別情報を
１回しか書き込むことはできない。したがって、患者Ｐの患者識別情報が記憶部１１２に
一度書き込まれれば、記憶部１１２に別の患者Ｑの患者識別情報が書き込まれることがな
く、患者Ｐと患者Ｑの測定データが取り違えられることが防止される。また、記憶部１１
２は、測定装置３０により取得された患者の血圧データおよび生体情報（たとえば、第１
脈波）などを記憶することもできる。なお、以下の説明では、便宜上、生体が発する種々
の生理学的・解剖学的情報のうち血圧を除くものを「生体情報」と称する。
【００１８】
　信号ケーブル１２は、第１接続部として機能し、プローブ１１と測定装置３０とを電気
的に接続するためのケーブルであり、検出部１１１で検出された生体信号を測定装置３０
に伝送する。また、測定装置３０により取得された患者識別情報、患者の血圧データおよ
び生体情報は、信号ケーブル１２を通じて記憶部１１２に伝送されうる。信号ケーブル１
２の一端部は、プローブ１１に接続されるとともに固定され、信号ケーブル１２の他端部
は、測定装置３０に接続される。
【００１９】
　カフユニット２０は、カフ２１、第１チューブ２２、第２チューブ２３および中継部２
４を有する。カフ２１は、患者の腋窩部近傍の上腕に巻き付けられることにより装着され
る袋状のベルトである。カフ２１は、測定装置３０から空気の供給を受け、患者の上腕を
圧迫するとともに、上記ベルトから血管壁の振動である脈波（以下、「第２脈波」と称す
る）を検出し、測定装置３０に伝達する。
【００２０】
　第１チューブ２２および第２チューブ２３は、第２接続部として機能し、測定装置３０
から送り出された空気をカフ２１に送るためのチューブ（中空管）である。第１チューブ
２２の一端部はカフ２１に接続されるとともに固定され、他端部は中継部２４において第
２チューブ２３の一端部に連結されている。一方、第２チューブ２３の他端部は、測定装
置３０に接続されている。また、中継部２４は、プローブ１１と測定装置３０との間の所
定位置の信号ケーブル１２に固着されている。
【００２１】
　測定装置３０は、たとえば静脈圧測定装置であり、患者の第１脈波および第２脈波を取
得し、上記第１脈波および第２脈波に基づいて患者の中心静脈圧を測定する。
【００２２】
　図２に示すように、測定装置３０は、圧力制御部３１、圧力センサ３２、入力回路３３
、演算制御部３４、表示部３５、操作部３６および送信部３７を有する。
【００２３】
　圧力制御部３１は、演算制御部３４の指示にしたがって、患者に装着されたカフ２１に
空気を送り込む。圧力制御部３１は、カフ２１に送り込む空気の量を制御し、カフ２１を
加圧する程度を調整する。
【００２４】
　圧力センサ３２は、カフ２１から第２脈波を受け付け、当該第２脈波を電気信号に変換
して演算制御部３４に出力する。圧力センサ３２は、空気を媒体とした圧力波を電気信号
に変換する圧電素子でありうる。
【００２５】
　入力回路３３は、生体情報取得部として機能し、プローブ１１から光電容積脈波（第１
脈波）の電気信号を受信し、電圧電気信号に増幅して演算制御部３４に出力する。
【００２６】
　演算制御部３４は、圧力制御部３１、表示部３５、送信部３７を制御する。また、演算
制御部３４は、血圧測定部として機能し、入力回路３３および圧力センサ３２から各々第
１および第２脈波信号を受信し、オシロメトリック法の原理を利用して、当該第１および
第２脈波信号に基づいて患者の中心静脈圧（血圧）を算出する。すなわち、演算制御部３
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４は、プローブ１１から伝達された第１脈波信号と、カフユニット２０から伝達された第
２脈波信号（振動）とに基づいて患者の血圧を測定する。なお、心臓に対し遠位における
第１脈波と近位における第２脈波とに基づいて中心静脈圧を測定するアルゴリズムは公知
であるので、詳細な説明を省略する。また、演算制御部３４は、生体情報取得部として機
能し、第１脈波信号に基づいて患者の生体情報を取得する。
【００２７】
　表示部３５は、たとえば液晶ディスプレイを有し、演算制御部３４から受信した各種の
波形、演算結果、メッセージなどを表示する。
【００２８】
　操作部３６は、たとえば電源スイッチ、測定開始ボタン、患者識別情報などを入力する
ためのタッチパネル、モードを選択するためのスイッチなどを有し、演算制御部３４にユ
ーザの指示を入力する。
【００２９】
　送信部３７は、患者識別情報および血圧データを含む送信データを医療従事者の情報端
末に送信する。また、送信データには生体情報を含めることもできる。送信部３７は、図
示しない暗号化モジュールを有し、患者識別情報に含まれる暗号キーを使用して、送信デ
ータを暗号化し、医療従事者の情報端末に送信する。送信データが暗号化されることによ
り、当該送信データの秘匿性を確保できる。
【００３０】
　なお、測定装置３０の他の構成は、従来の静脈圧測定装置の構成と同様であるため、詳
細な説明を省略する。
【００３１】
　＜センサユニット４０＞
　次に、図３Ａ、図３Ｂおよび図４を参照して、本実施形態のセンサユニット４０につい
て詳細に説明する。図３Ａおよび図３Ｂは、図１に示す第１チューブ２２の構造を例示す
るための模式図である。また、図４は、図１のＡの破線部分を拡大した断面図である。
【００３２】
　図３Ａに示すように、第２チューブ２３と連結される第１チューブ２２の他端部２２２
には、ネジが切ってある。他端部２２２は、第２チューブ２３の上記一端部と連結する位
置で中継部２４と螺合、すなわち他端部２２２が上記ネジに沿って回転されることにより
、中継部２４と結合する。
【００３３】
　また、第１チューブ２２は、他端部２２２に少なくとも１つの係合部材２２１を有する
。図３Ａおよび図３Ｂには、第１チューブ２２が係合部材２２１を２つ有する場合につい
て例示されている。係合部材２２１は、第１チューブ２２の側面の凹部に嵌め込まれ、当
該凹部に設置されたバネ部材により、第１チューブ２２の側面の外方に向けて突出するよ
うに付勢されている（図４を参照）。
【００３４】
　図３Ｂに示すように、係合部材２２１は、上記バネ部材による力に抗して、第１チュー
ブ２２の周縁から中心軸に向かう力（白抜き矢印の方向の力）が加えられた場合、第１チ
ューブ２２の側面の上記凹部に沈み込む。
【００３５】
　係合部材２２１は、第２チューブ２３と連結される側にテーパー部を有する。また、係
合部材２２１の上記テーパー部の反対側は第１チューブ２２の中心軸に対して略垂直に形
成されている。このような構造により、他端部２２２が中継部２４に差し込まれると、上
記テーパー部は中継部２４の差込口に接し、他端部２２２が中継部２４内を進むにつれ、
係合部材２２１に対して上記白抜き矢印の方向の力が働く。
【００３６】
　さらに、中継部２４と螺合するように回転させながら中継部２４に差し込むことにより
、係合部材２２１が上記凹部に押し込まれて沈み込み、他端部２２２は第２チューブ２３
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の上記一端部と連結する連結位置まで進入できる。
【００３７】
　図４に示すように、他端部２２２が上記連結位置まで進入したところで、係合部材２２
１は、中継部２４内に形成された凹部により、上記差込口による上記白抜き矢印の方向の
力から解放されるため、上記バネ部材の力により上記凹部内に突出する。
【００３８】
　一方、係合部材２２１の上記テーパー部の反対側は、第１チューブ２２の中心軸に対し
て略垂直に形成されているので、係合部材２２１が中継部２４の上記凹部内に突出するこ
とにより、他端部２２２が中継部２４から引き抜かれる方向の移動が阻害される。すなわ
ち、一旦、他端部２２２が中継部２４内の上記連結位置まで進入すると、他端部２２２は
中継部２４内でロックされ、第１チューブ２２を中継部２４から引き抜くことはできなく
なる。したがって、カフユニット２０は、検出ユニット１０に固定、すなわち検出ユニッ
ト１０とカフユニット２０は、互いに固定され、これらの２つのユニットは不可分となる
。したがって、患者がカフユニット２０と検出ユニット１０とを誤って分離してしまうこ
とを防止できる。
【００３９】
　なお、カフユニット２０を検出ユニット１０に固定する構造は、上記構造に限定されな
い。カフユニット２０が検出ユニット１０に一旦固定されると分離不可能な構造、あるい
は、分離に破壊を伴うような構造であれば、いかなる構造を採用してもよい。
【００４０】
　たとえば、プローブと測定装置とを接続する信号ケーブルの中間部に第１固定部を設け
るとともに、カフと測定装置とを接続するチューブの中間部に第２固定部を設け、当該第
１および第２固定部同士を分離不可能に固定することもできる。
【００４１】
　＜医療用測定システム１を使用した血圧測定の実施例＞
　図５は本実施形態の医療用測定システム１を使用した血圧測定の実施例を説明するため
のフローチャートであり、図６はカフおよびプローブの選択およびセンサユニットの構成
について説明するための模式図である。また、図７はプローブへの患者識別情報の書き込
みについて説明するための概念図であり、図８は医療従事者への血圧データの提供につい
て説明するための概念図である。
【００４２】
　図５に示すように、まず、医療従事者は、患者に適切なカフおよびプローブを選択する
（Ｓ１０１）。本実施例では、医療従事者は、体格の異なる複数の患者に対応できるよう
に、サイズが異なる複数のカフおよびプローブをあらかじめ準備し、血圧を測定する患者
Ｐの体格に合わせて適切なカフおよびプローブを選択する。患者Ｐの体格に合った適切な
カフおよびプローブを使用して血圧測定を実施することにより、患者Ｐの正確な血圧値を
得られる。
【００４３】
　図６に示すように、たとえば、カフ２１およびプローブ１１は、各々サイズの異なるＣ
１～ＣｎおよびＰ１～Ｐｎが準備され、中継部２４の第１チューブ２２と第２チューブ２
３とが連結されていない状態で医療従事者の手元に保管されている。
【００４４】
　次に、医療従事者は、検出ユニット１０とカフユニット２０とを一体化し、センサユニ
ット４０を作成する（ステップＳ１０２）。医療従事者は、選択されたカフ２１の第１チ
ューブ２２を、選択されたプローブ１１に付随する中継部２４において第２チューブ２３
と連結し、検出ユニット１０とカフユニット２０とが一体のセンサユニット４０を作成す
る。患者Ｐの体格に合わせて作成されたセンサユニット４０は、患者Ｐのみが使用を許可
される。一方、患者Ｐ以外の他の患者は、センサユニット４０の使用を許可されない。こ
のようセンサユニット４０を患者Ｐ以外の他の患者が使用できないようにすることにより
、患者間において感染症が拡散することを防止できる。
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【００４５】
　次に、医療従事者は、プローブ１１に患者識別情報を書き込む（ステップＳ１０３）。
図７に示すように、医療従事者は、たとえばパソコンなどの情報端末２あるいは測定装置
３０を使用して、患者Ｐの患者識別情報をプローブ１１の記憶部１１２に書き込む。測定
装置３０を使用して書き込む場合は、たとえば操作部３６のタッチパネルなどを通じて、
患者識別情報が入力される。
【００４６】
　次に、患者Ｐは、医療用測定システム１を使用して血圧を測定する（ステップＳ１０４
）。患者Ｐは、たとえば自宅など血圧を定期的に安静状態で測定できる場所において、血
圧を測定する。測定手順は、以下のとおりである。（１）センサユニット４０を測定装置
３０に接続する。（２）測定装置３０の電源を投入する。（３）センサユニット４０のカ
フ２１を上腕に装着し、プローブ１１を指先に装着する。（４）操作部３６を制御して、
測定を開始する（測定開始ボタンを押す）。（５）測定結果を確認する。
【００４７】
　なお、カフ２１を装着する腕は、左右どちらの腕でもよい。また、プローブ１１を装着
する指も左右どちらの指でもよい。なお、プローブ１１は、カフ２１を装着する腕と同じ
側の指に装着することが好ましい。
【００４８】
　演算制御部３４は、圧力制御部３１を制御して、患者Ｐに装着されているカフ２１を加
圧し、入力回路３３からの第１脈波の電気信号と、圧力センサ３２からの第２脈波の電気
信号とに基づいて患者の血圧（中心静脈圧）を算出する。また、演算制御部３４は、算出
された血圧値を表示部３５に表示する。
【００４９】
　また、測定装置３０は、患者Ｐの第１脈波の状態が安定している場合に、患者Ｐの血圧
測定を許可するように構成することもできる。第１脈波の状態が安定しているか否かの判
断は、第１脈波の各パラメータが正常範囲に含まれるか否かを考慮してなされる。上記パ
ラメータには、たとえば脈波振幅や脈波間隔などが含まれうる。患者Ｐの第１脈波の状態
が安定している場合に、患者Ｐの血圧測定を許可することにより、患者Ｐの正確な血圧値
を取得できる。
【００５０】
　次に、患者Ｐは、測定された血圧データを医療従事者へ提供する（ステップＳ１０５）
。図８に示すように、患者Ｐは、測定された血圧データを医療用測定システム１から医療
従事者の情報端末２へ送信するように操作部３６を操作する。また、送信部３７は、測定
装置３０による血圧測定が終了した後、患者Ｐの患者識別情報および血圧データを含む送
信データを暗号化し、遠隔地にある情報端末２へ無線通信にて自動的に送信することもで
きる。これにより、医療従事者は、患者Ｐの血圧データを確実に取得できる。
【００５１】
　また、記憶部１１２に患者識別情報および血圧データを保存し、患者Ｐ自身が、医療用
測定システム１またはセンサユニット４０を上記医療従事者のいる医療施設に直接持ち込
むこともできる。さらに、たとえば山間部など電波の送受信が困難な地域においては、有
線のネットワーク通信、電話回線などを利用して、送信データを送信するように構成する
こともできる。
【００５２】
　次に、医療従事者は、患者Ｐの血圧データを確認する（ステップＳ１０６）。情報端末
２は、暗号化された上記送信データを受信し、情報端末２に保存されている、患者Ｐの患
者識別情報の暗号キーを使用して上記送信データを復号化する。医療従事者は、情報端末
２を操作して、情報端末２の患者Ｐの患者識別情報と、取得した上記送信データの患者識
別情報とを照合し、上記送信データが患者Ｐのものであることを確認する。医療従事者は
、上記送信データが患者Ｐのものであることが確認された後、患者Ｐの血圧データを確認
する。
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【００５３】
　以上のように、本実施形態の医療用測定システム１を使用した血圧測定では、医療従事
者によって、患者Ｐの体格に適合したカフ２１およびプローブ１１が選択され、カフ２１
を有するカフユニット２０がプローブ１１を有する検出ユニットに固定される。また、医
療従事者によって、プローブ１１の記憶部１１２に患者Ｐの患者識別情報が書き込まれる
。このような構成の本実施形態のセンサユニット４０および医療用測定システム１は、下
記の効果を奏する。
【００５４】
　カフ２１を有するカフユニット２０がプローブ１１を有する検出ユニット１０に固定さ
れているので、患者Ｐが医療用測定システム１を使用する際に患者Ｐにプローブの存在を
思い出させることができる。したがって、患者Ｐが医療用測定システム１を使用する際に
プローブ１１の装着を忘れてしまうことを防止または抑制できるので、プローブ１１が患
者Ｐに装着されていない状態で血圧測定が実施されることを防止または抑制できる。
【００５５】
　また、プローブ１１は患者Ｐの患者識別情報を記憶する記憶部１１２を有る。したがっ
て、患者Ｐのみがセンサユニット４０を使用して血圧を測定する限り、プローブ１１から
の第１脈波とカフ２１からの第２脈波が、患者Ｐのものであることを保証できる。
【００５６】
　（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、カフユニットを検出ユニットに固定し、患者にプローブの存在を
思い出させる場合について説明した。第２の実施形態では、カフユニットを検出ユニット
に固定せずに、患者の生体信号の状態に基づいて、測定装置が患者に血圧測定を許可する
か否かを決定する場合について説明する。なお、以下では、第１の実施形態と同じ構成に
ついては、説明の重複を避けるため、詳細な説明を省略する。
【００５７】
　図９は第２の実施形態に係る医療用測定システムの概略構成を示すブロック図であり、
図１０は第２の実施形態における医療用測定システムによる血圧測定の処理手順を例示す
るフローチャートである。
【００５８】
　図９に示すように、医療用測定システム３は、検出ユニット５０、カフユニット６０お
よび測定装置７０を有する。検出ユニット５０およびカフユニット６０を合せることによ
り、センサユニット８０が構成される。
【００５９】
　検出ユニット５０はプローブ５１および信号ケーブル５２を有する。プローブ５１は、
検出部５１１を有する。信号ケーブル５２は、第１接続部として機能し、プローブ５１と
測定装置７０とを電気的に接続するためのケーブルである。プローブ５１は、たとえば動
脈血酸素飽和度を測定するためのＳｐＯ２プローブである。
【００６０】
　カフユニット６０は、カフ６１およびチューブ６２を有する。チューブ６２は、第２接
続部として機能し、測定装置７０から送り出された空気をカフ６１に送るためのチューブ
（中空管）である。チューブ６２の一端部はカフ６１に接続されるとともに固定され、他
端部は、測定装置７０に接続されている。
【００６１】
　＜医療用測定システム３による血圧測定の処理手順＞
　患者Ｐは、測定装置７０の電源を投入し、センサユニット８０のカフ６１を上腕に、プ
ローブ５１を指先に装着する。
【００６２】
　図１０に示すように、まず、測定装置７０は、プローブ５１からの生体信号の状態が安
定しているか否かを判断する（ステップＳ２０１）。生体信号の状態が安定しているか否
かの判断は、上記生体信号が脈波である場合、患者Ｐの脈波の各パラメータが正常範囲に
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含まれるか否かを考慮してなされる。上記パラメータには、たとえば脈波振幅や脈波間隔
などが含まれうる。
【００６３】
　プローブ５１からの生体信号の状態が安定していない場合（ステップＳ２０１：ＮＯ）
、プローブ５１からの生体信号の状態が安定するまで待機する。たとえば、患者Ｐが激し
い運動をした直後である場合、心拍数が高くなっており、血圧測定には適さない。したが
って、測定装置７０は、心拍数の変動が所定の値（範囲）におさまるまで待機する。
【００６４】
　また、たとえば患者Ｐがプローブ５１を指に装着し忘れ、プローブ５１が患者Ｐの指に
装着されていない状態で、患者Ｐが測定開始ボタンを押した場合、測定装置７０はプロー
ブ５１からの生体信号を検出することはできない。測定装置７０は、表示部に「プローブ
が装着されていません。」など、プローブが装着されていない旨のメッセージを表示し、
プローブが装着されるまで待機する。
【００６５】
　一方、プローブ５１からの生体信号の状態が安定している場合（ステップＳ２０１：Ｙ
ＥＳ）、測定装置７０は、血圧測定を許可する（ステップＳ２０２）。測定装置７０は、
血圧測定を開始できる旨のメッセージを表示部に表示し、患者Ｐから測定開始の指示を受
け付ける。患者Ｐは、測定開始ボタンを押す。
【００６６】
　次に、血圧測定を実施する（ステップＳ２０３）。測定装置７０は、プローブ５１から
の第１脈波と、カフ６１からの第２脈波とに基づいて患者の血圧（中心静脈圧）を算出す
る。
【００６７】
　以上のように、説明した本実施形態のセンサユニット８０および医療用測定システム３
は、下記の効果を奏する。
【００６８】
　測定装置７０は、プローブ５１によって検出された患者の第１脈波の状態が安定してい
る場合に、患者の血圧測定を許可する。したがって、プローブ５１が患者に装着されてい
ない状態で血圧測定が実施されることを防止または抑制できる。
【００６９】
　なお、上記第２実施形態では、カフユニット６０が検出ユニット５０に分離不可能に固
定されても、されなくても、上記の効果を発揮できる。しかし、カフユニット６０のチュ
ーブ６２の端部が、一度測定装置７０に取り付けられると、取り外せない構造を有しても
よい。すなわち、カフユニット６０は、測定装置７０を介して、第１実施形態と同様に、
検出ユニット５０に固定されてもよい。この場合、第２の実施形態においても、第１実施
形態と同様の効果も奏することができる。
【００７０】
　以上のとおり、実施形態において、本発明のセンサユニットおよび医療用測定システム
を説明した。しかしながら、本発明は、その技術思想の範囲内において当業者が適宜に追
加、変形、および省略できることはいうまでもない。
【００７１】
　たとえば、上述の第１および第２の実施形態では、患者の上腕に巻いて装着するカフを
使用する場合について説明した。しかしながら、本発明はこのような場合に限定されるこ
とはなく、患者の指に巻いて装着するカフを使用することもできる。
【００７２】
　また、上述の第１および第２の実施形態では、プローブとしてＳｐＯ２プローブを使用
する場合について説明した。しかしながら、本発明はこのような場合に限定されることは
なく、たとえば光電脈波計用のプローブまたは心電図用の電極を使用することもでき、患
者のカフからの脈波と、検出部からの生体信号とを同時かつ確実に取得することができる
。
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【００７３】
　また、上述の第１の実施形態では、プローブが記憶部を有する場合について説明した。
カフは電気信号を扱わないので、カフに記憶部をもたせようとすると新規の部品が必要と
なり、通常のカフよりコスト高となる。しかし、プローブでは、電気信号を扱っているの
で容易に記憶部を有することができる。しかしながら、本発明はこのような場合に限定さ
れることはなく、記憶部は検出ユニット内におけるプローブ以外の場所や中継部に配置さ
れてもよい。
【００７４】
　また、上述の第１の実施形態では、カフユニットが検出ユニットに一旦固定されると分
離不可能な構造である場合について説明した。しかしながら、本発明はこのような場合に
限定されない。カフユニットが検出ユニットに固定された状態で患者が血圧測定を実施し
、測定終了後、医療従事者がカフユニットと検出ユニットと分離できるような構造すると
することもできる。
【符号の説明】
【００７５】
１　医療用測定システム、
２　情報端末、
１０　検出ユニット、
１１　プローブ、
１１１　検出部、
１１２　記憶部、
１２　信号ケーブル、
２０　カフユニット、
２１　カフ、
２２　第１チューブ、
２２１　係合部材、
２３　第２チューブ、
２４　中継部、
３０　測定装置、
３１　圧力制御部、
３２　圧力センサ、
３３　入力回路、
３４　演算制御部、
３５　表示部、
３６　操作部、
３７　送信部。
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